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（ 再開時刻  １０時００分 ） 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

朝のあいさつをいたします。おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

ただいまの出席委員は、８名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布しているとおりです。 

これから、本日の審査日程に入ります。 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、委員長から、大平守委員及び姉帯春治委員を指名します。 

これから、決算審査を行います。 

お諮りします。 

審査の方法は、一般会計及び特別会計とも歳入歳出全般というような形で質疑を行い

たいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、一般会計及び特別会計とも歳入歳出全般というような形で質疑を行うこ

とに決定しました。 

なお、質疑、答弁とも簡潔、明快にお願いします。 

また、質疑する委員は、質疑する箇所のページを示し、一問一答方式で、質疑願いま

す。 

それでは、日程第２、認定第２号、平成 26年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定

についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

ページ数 76ページでございます。 

２款、１項、６目の 13節、町屋利活用構想等策定基礎調査業務の委託料についてで

ございます。この町屋の利活用につきましては、町中心市街地の誘客資源の掘り起こし

のための基礎資料の収集を目的とされておりますけども、その調査された主な内容につ

きまして伺います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 山下弘司君 ） 

町屋利用の調査の関係でございますが、これは、新町にあります町屋の活用方法とい
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うことで調査を行ったものでございます。現在は町に 300,000人ほどの観光客が来てい

るわけですが、町場に滞留するという形の部分が不足するというようなことでございま

して、今回、この町屋を活用してスポット的に滞留できる形にならないかと、そういっ

た形の部分、それから、町屋がどういった価値があるかというような形の部分での調査

を行ったものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

では、次でございます。 

80 ページ、２款、１項、９目の町税過誤納金還付金についてでございます。町税の

過誤納金還付金及び還付加算金の税目と、その件数について、また、その発生した理由

はどのようなことからなのかを伺います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

質問にお答えをいたします。 

町税の過誤納金還付金 150,000円ほどございます。法人町民税については、前年度の

実績の半分を事前に予定納税をしていただくという制度になってございますが、最後、

確定申告をした際に、事前に収めていた金額より税額が少なくなりますと、制度上、還

付ということになります。その部分が 150,000円の中のほとんどを占めているような状

況でございます。金額も大きいので、還付加算金も、半年以上ございますので、そうい

った形で、あるというようなことでございます。あと、小さいものが多少、何件かある

かと思いますが、大きいものは、その法人町民税でございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

それでは、次でございます。 

126 ページ、４款、１項、２目の 13 節、委託料の各種検診事業についてでございま

す。説明書では 79ページになります。この検診事業についてでございますが、まず、

日本人の平均寿命は男女ともに国際的に上位、その要因のひとつとして、集団検診の効

果もあると言われております。また、この検診は健康管理上からも非常に重要と思われ

ます。現状での受診率を見ますと、必ずしも高いと言えないところもあるように思われ

ますけれども、今後、この各種検診の受診率を高めるために何が必要と考えているか伺
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います。また、その受診の結果、再受診が必要とされ、再受診を行ったのはどのくらい

なのか併せて伺います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

ただいまの山崎委員のご質問に答弁させていただきます。 

受診率の向上のために、どういったものが必要かというようなお尋ねでございます。

町では、町内全域に保健委員さんを各地区にお願いしておりまして、例年、検診は４月

から５月にかけて実施されております。２月頃に、各世帯の住民登録されている方々の

データを基に希望等を取りながら、４月、５月で検診を実施するというような取り組み

をしているわけでございますが、資料の方にもありますとおり、委員ご指摘のとおり、

決して高いとは言えない受診率というような状況でございます。少しでも受診率向上の

ために、それぞれ機会あるごとに、病気等の資料ですとか、生活習慣病予防のための研

修会等々を実施しながら、住民の皆さんの意識の向上に努めているところでございます。

こういったことによりまして、少しでも意識向上していただき、実際にそれが検診に出

向くというような行動につながっていくような取り組みを、これまでも実施してまいり

ましたし、今後もそういった取り組みを中心として、向上対策を実施してまいりたいと

思っております。 

それから、二次検査とか、そういった部分で異常があるというような方に対しまして

は、こちらから再度受けてくださいというような通知を配布いたしまして、それぞれ専

門の病院に行くなり、いろいろ対応していただいております。そういった方々につきま

しては、それぞれの項目によって違うわけでございますが、７割から８割くらいの方々

は受診していただいているというような状況にございますので、ご理解賜りたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

最後に、もう１点伺います。 

ページ数 152ページでございます。６款、１項、８目の 13節、委託料のところであ

ります。予算額につきましては 3,983,000円に対しまして、支出済額が 2,220,000円、

不用額は1,762,000円ほどとなると思います。この執行率を見ますと55.7パーセント、

約半分の執行率に止まっておりますけれども、その要因についてお伺いします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 
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農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまの委託費の関係について、お答えさせていただきます。 

この委託料につきましては、道の駅のくずまき高原の管理経費ということになってお

りまして、これらの手数料につきまして支出するものとなっておるところでございます。

減少要因というところになりますけれども、詳細のところについては、なかなか、これ

というような形ではなく、全体的な経費削減等によりまして、この経費の削減が出てき

たものというように考えておるところでございます。 

詳細につきまして、手元にない部分もございますので、そこの部分につきまして、後

ほど、お答えできる部分がございましたら、追って、お答えしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。大平委員。 

 

大平守委員 

135ページお願いします。建設改良費についてお伺いします。今、町民の最も関心事

は新病院についてであります。現在、敷地造成が進められ、３月には基本設計が完成し、

４月から病院本体の実施計画を進めてきたわけですが、現在の進捗状況と、完成までの

スケジュールがどのようになっているかお伺いします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 山下弘司君 ） 

病院の方の進捗状況ということでございますが、26 年度に建設予定地の用地取得、

それから、物件移転補償等を終えまして、それから、基本設計を昨年行いまして、今年

度に入りまして敷地造成、それから、実施設計を進めてきてございます。実施設計につ

きましては、現在、見積もり内容の精査、それから、実勢に合わせた掛率の調整、それ

と、一部、空調設備のシステムの調整等を行ってございまして、そういった再精査を進

めているところでございまして、これに伴って積算、それから、図面等の修正等もござ

いまして、もう少し時間を要する形になってございます。 

今後のスケジュールにつきましては、実施設計を 10月中に取りまとめまして、補正

予算で建設費等を計上する予定でございまして、12月に本体の工事を発注し、29年３

月頃に完成をするというようなことで進めていく形で考えてございます。 

その後につきましては、現病院の解体工事、それから、解体跡地の外構工事等をすべ

て 29年度で完了する形で進めていく形で考えているものでございます。よろしくお願

いいたします。 
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決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

大平委員。 

 

大平守委員 

鈴木町長が進める安心・安全なまちづくりの主要事業のひとつであります。新病院の

建設は町民の期待も多く、どのような病院になるか注目されております。そこで、新病

院の規模と特徴についてお伺いします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 山下弘司君 ） 

新病院の規模と特徴ということでございますが、新病院につきましては 60床の規模

で予定しておるものでございます。特徴といたしましては、平成 25年３月に策定され

ました葛巻病院整備基本構想を踏まえながら、町民に親しまれる病院をコンセプトとし

ながら、安心の医療サービスの提供、それから、安らぎとくつろぎのある空間づくり、

町民が誇れる病院といった視点で実施設計を進めているところでございます。 

そうした中で、特に患者さんに配慮した部分でございますが、ゆとりの空間を設ける

ということで、利便性や快適性を高めながら、より患者さんが利用しやすい病院を造る

というようなことでの設計を進めているところでございます。それで、ゆとりの部分で

ございますが、現病院よりも廊下や外来の待合室スペースを広く設けてございますし、

病室についても広く整備する予定でございます。また、病棟には家族と談話ができるス

ペース等、デイルームですが、これは一般病床にも、介護病床にも設ける形になってご

ざいますし、それから、利便性や快適性の面では、施設全体の段差をなくしたバリアフ

リー化、それから、各病室にトイレを設置するような形で考えてございますし、それか

ら、冷房を新たに全館完備するような形で考えてございます。そのほか、プライバシー

の面では、安心して診察を受けられるよう外来の中待合室を廃止して、直接、待合室か

ら診察室に入るような設計にしてございます。そうしたことによって、ほかの患者さん

に診察内容が聞こえないような配慮も行ってございます。それから、小児科と産婦人科

を２階に配置しまして、１階の内科、外来、眼科と別のフロアにするような形での対応

をしてございまして、プライバシーにも配慮した形にとってございますし、また、感染

症につきましても、感染症専用の入口、それと、診察室を設けるというような形の対応

もしてございます。 

それから、一般町民に配慮した点ということで、これは新病院の大きな特徴になるわ

けですが、一般町民からも、より親しまれる病院にしていくということで、町民開放ス

ペースも設けてございます。このスペースには 100人程度が利用可能な多目的ホール、

それから、くつろげるラウンジ等も設けながら、また、健康増進のための足湯、それか

ら、売店、それと、町の顕彰者であります勝正弘先生の漆絵の展示と、作業風景が見ら

れるスペース等も設けるような形になってございます。多目的ホール、ラウンジにつき
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ましては、健康教室や講演、そういった予防医学的な活動のスペースとして活用してい

く形になりますし、災害時には避難所や、それから、トリアージスペースとしても活用

していくというような、こういった特徴を持った病院として考えているものでございま

す。よろしくお願いします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

大平委員。 

 

大平守委員 

いろいろと内容的には分かりますが、最後に、一番、町民の関心と期待があります。

そこで、いつの日か、建設前でも結構ですけども、広報またはくずまきテレビを通じて、

一般町民にも公開をする予定等はございますか。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 山下弘司君 ） 

病院のイメージ図等の公表ということでございますが、先ほどご説明しましたとおり、

最新の設計の調整を行ってございます。設計当初が固まってまいりましたならば、それ

を基に町民の皆さんに公表させていただきたいと思ってございます。よろしくお願いい

たします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

大平委員。 

 

大平守委員 

ぜひお願い申し上げて、質問を終わります。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

私からは、３点お伺いしたいと思います。 

１点目ですけども、決算書の 97ページでございます。福祉関係でございますが、障

害者等通院費助成が載っております。こちらの主要施策の成果に関する説明書には数字

等も出ておりますけども、町内医療関係におきましては、送迎バスあるいは 100円バス

等で利用されておりますけども、町外利用者にもこういう助成があるというのは患者さ

んにとっても大変嬉しいことだという話を私の地元でも聞いております。ということで、

この町外の医療機関で、どちら方面に行っているのか、それから、人数等も載っており
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ますけども、改めまして担当課の方からご説明をいただきたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（ 深澤口和則君 ） 

ただいまの鈴木委員のご質問に健康福祉課長から答弁をさせていただきます。 

決算資料の 80ページの方に、この事業の実績ということで、91人というような実績

をお示しさせていただいておりますけれども、従来は人工透析の方に対して助成申し上

げておりましたが、平成 26年度からは精神科、あるいは難病患者の方々に対しても事

業を拡大したというような内容でございまして、盛岡方面が精神科、人工透析、難病を

含めまして 40 人でございます。精神科関係が 20、人工透析が６、難病関係が 14 とい

うことで 40でございますし、あと、一戸方面、こちらが精神科の通院が 38人、人工透

析が１人、難病はございません。39 人でございます。それから、久慈方面、精神科の

通院８、人工透析１、難病の方３ということで、12人。トータルの 91人というような

内容でございます。ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

ありがとうございます。 

先ほども申し上げたとおり、町外の医療機関に行く方は、大変これは感謝申し上げて

いるということでございますので、ありがとうございます。 

続きまして、ページ数が 12ページですけども、農林関係でお伺いします。決算書に

は載っていないといいますか、私は見つけられなかったのですけども、この 26年度の

当初予算の中におきまして、農林物産加工の振興で 3,920,000円という予算が計上され

ておりまして、この予算は６次産業化も含まれての予算なのか、その辺を確認したいと

思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまの鈴木委員のご質問について、お答えいたします。 

この部分につきましてのお答えになりますけれども、６次産業化の関係につきまして

は町単独の形での補助事業という形のものはございません。今の、例えば予算の説明等

を広報に載せておりますようなものでいきますと、農林物加工の振興という形でお金の

方をお示ししているところでございますが、これらにつきましては、各事業の目的別の



８ 

  

集計で掲げております。例えば、この農林産加工の振興という中身におきましては、個

別事業でいきますと、私どもでいきますれば、町内木材の利用振興費の予算がございま

す。それらとか、あるいは高原食品センターの管理費、こういった農産物の加工に関わ

る予算につきましてを計上させていただいているところでございます。ですので、直接

的な６次産業化の振興というものではございません。ただ、そういった６次産業化につ

きましては、町の予算という形ではございませんけれども、もし振興をお望みのような

場合については、こういったものは国費、こういったものでの補助というものがござい

ますので、そういうものがあった場合については、そのような予算が歳入、歳出の形で

現われてくるような格好になります。26 年につきましては、その部分についてはござ

いませんので、今のようなご報告となります。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

私ども議会で、１月から２月にかけまして、ふるさと懇談会、議会報告会を開催しま

したときに、とある会場で質問、要望等の中におきまして、山菜を加工、缶詰にして販

売したいという要望、質問が出まして、私は当初、このことが、もしかしたら６次産業

に入っているのではないかと思いまして、お示しをしまして、２月でしたので、３月に

は新年度予算ということで、27 年度も、おそらく、この予算は計上しますよというお

話をしてしまいまして、もしかしたら、その希望ある方が相談をしたか、あるいは、こ

れからする予定なのか私も把握しておりませんけども、もし、これは６次産業化ではな

いということですけども、そういう希望者があれば、ぜひ担当課として、いろいろとお

話をしていただくように、広報なりお知らせなりしていただければなというように願っ

ております。 

続きまして、農業委員会の方に質問させていただきます。ページ数にしまして 139

ページの農業後継者等パートナー事業のことでございますが、昨年はどういうような取

り組みをしたのか、お伺いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農業委員会事務局長。 

 

農業委員会事務局長（ 村上明彦君 ） 

ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

このパートナー事業協議会は 22年 12月に発足しておりまして、いわゆる独身男女の

結婚支援ということで活動を進めてきてまいったものでございます。 

昨年度でございますけども、まず、パートナー事業の中には仲人部会と、それから交

流部会の二つで運営しておりまして、仲人部会につきましては、地道な年間を通じての

仲人活動というのがありまして、メンバー18 名が、いわゆるお節介さんということで
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活動を地道に行っていただいております。その中で、昨年度はそういった地道な活動の

ほかに、12 月でしたけども、全国地域結婚支援センターというＮＰＯ法人の団体がご

ざいまして、そちらの代表の板本さんという方を講師にお招きしまして、現代の結婚事

情というようなことでご講演をいただいた講演会を実施しております。 

それから、交流部会につきましては、いわゆるワインパーティーのようなものを開催

しておりまして、昨年度につきましては、冬でございましたけども、クリスマスという

時期に併せましてパーティーを実施しておりまして、町外からも参加者が、女性の参加

者も来ていただきまして、総勢 16名の参加でパーティーを実施しております。 

実績ということになりますと、25年度と 26年度とそれぞれ１組ずつカップルが誕生

しておりまして、報奨金、仲人役を務めていただいた方に報奨金ということで、100,000

円分の商品券を差し上げているというような状況でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

ありがとうございます。 

お話を聞きますと、27 年度は今週末にそういう出会いの場が農業委員会と社協さん

が協賛で開催されるということを聞いております。やはり、近隣市町では年間を通して

そういう出会いの場を開催しているということをお聞きしておりますので、ぜひ我が町

も年数回ではなく、年間を通して開催をしていただくようになれば、もっともっと、そ

ういうカップルが誕生するのではないかと、また、これも人口減少対策になるのではな

いかと思いますので、とりあえず、このテレビを見ている方々にも宣伝を兼ねまして、

今週末のアピールなどをしていただければと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農業委員会事務局長。 

 

農業委員会事務局長（ 村上明彦君 ） 

ありがとうございます。 

12 日の土曜日に高原牧場の方で開催することになりまして、もう既に参加者の締め

切りはしております。その参加状況でございますけども、女性につきましては８名の参

加でございます。すべて盛岡方面からの参加でございます。男性も、実は男性がなかな

か参加者がいなくて、ギリギリまで募集をして、無理やり参加してもらう形になった方

もいるかもしれませんけども、やはり８名、16 名のパーティーということで実施する

予定でございます。ＰＲが足りなかったという部分もあるかもしれませんけども、でき

れば最低でも 10 名、10 名くらいにしたかったのですけども、男女半々ずつの 16 名で

実施いたしますけども、なんとか、その中でカップルが誕生していただいて、町外から
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の参加者、女性は町外からばかりですので、ぜひ葛巻の方に、少子化対策にもなろうか

と思いますので、カップルがぜひ誕生していただけるように、なんとか進めてまいりた

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

179ページの繰越事業でございますけれども、小屋瀬地区で町営住宅整備事業が６棟

ありますが、現状はどのように利用されていますか。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

昨年８月に公募して、従前の入居者の方が３戸にそのままお入りいただいております。

また、公募したところ、こちらにも、すぐに応募がありまして、３戸の方が入居されて

おりまして、現在、お陰様で全部ふさがっております。なお、３戸の方々のうち、町外

からおいでになった方々が２戸でございます。以上です。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

私も、町民の皆さんから大変喜んでいるように話は聞いておりますが、町長にひとつ

お願いしますが、このような要望がありましたら、まだ増やす予定があるでしょうか。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

町長。 

 

町長（ 鈴木重男君 ） 

今、姉帯委員さんから、住宅の関係で町内にまだまだ増やすかというようなお話でご

ざいます。それぞれの目的に合わせた住宅、特にも今後におきましては若者定住住宅、

若い方が町外から葛巻に来ていただけるような、そういった住宅を中心にしながら、町

内のいろいろな地域に建設をしてまいりたい、そう考えているところであります。 

今、既に江刈地区には２カ所に建設であるわけでありますし、１カ所につきましては

もう既に入居しているという状況にございます。もう１カ所は、今建設中でありますの

で、こういった住宅につきましては、今後とも考えてまいりたい、そのように思ってお

ります。よろしくどうぞお願いいたします。 
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決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

分かりました。 

次に、157ページの造林事業でございますけれども、造林の場所と面積をお知らせ願

いたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまの質問についてお答えいたします。 

この 26年度に実施しました場所につきましては、江刈の方にあります畑地区にござ

います。面積につきましては、5.17ヘクタールを実施しているところでございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

今の造林事業につきましては、私も携わっていますけども、当初であれば、本数は１

反歩当たり約 300本となっていたわけでございますけれども、この頃からは 200本から

超えればいいということで県では指導しておりますけれども、これはカラマツの苗木が

不足しているからなのか、または、最終的には除間伐入っていくわけですけども、10

年後には、その経費を削減するために本数を少なくしているのか、その辺はどのように

なっていますか。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまの質問について、お答えさせていただきます。 

まず、苗木の植付本数、ご指摘のとおり、今回の造林につきましては、町の方では反

当たり 220本の植え付けの方で実施しております。この苗を少なく植え付けるというこ

とにつきましては、苗木の不足というか、苗木を有効活用していこうという考え方もあ

ろうかと思いますけども、経費の削減の分についても、かなり効果があるのではないか

と思っております。というのは、これはカラマツに関しての話ではなくて、スギの中に

おきましても、過去よりも少なく植え付けるような試験研究等が全国でも行われている
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ところでございます。ただ、今回、私どもで植え付けました、この造林のところでござ

いますけども、後々の除間伐に関する、その費用がどれだけ下がるかということになり

ますと、本数的には７割弱の植付本数にはなるのですけども、実際の除間伐に関わる作

業員の数、それから、そこに持ち込む機械類の費用、これらについては削減効果があま

り見られないのかなというところでございますので、実際のところ、今後そういったと

ころで、どれだけ費用が下がるのかというのを検証しながら、こういった本数の植え付

け方がいいのかどうかというところも考えながら、町内の森林環境保全の確実な保全の

方を実行していきたいというようには考えているところでございます。よろしくお願い

いたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

まず、皆さんも知っていると思いますけども、この本数を減らすということについて

は、やはり枝が多くなります。密集してくると枝が折れてくるということで、本数を少

なくするということについては、枝ぶりが良くなってくるから、本当は葛巻の林業を支

えていくためには、ためにならないとは思いますけども、その辺はどのように考えてい

ますか。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまのご指摘のとおり、密植でないような状況になりますと、確かに枝等が広が

ることになりますので、ご指摘のとおりだと思います。ただ、葛巻町の林業振興の関係

でいきますと、その経費を削減というか、除間伐等によりましての経費が削減されると

いうことになって、林業がダメージを受けるというものではなくて、現在の、その岩手

県の再造林率につきましては 30パーセント程度というようにお伺いしておりますので、

そういう部分の再植率と再造林率の増加に努めながらやっていきたいというように考

えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

説明書の 96ページ、粗飼料生産基盤除染対策事業ですけれども、そろそろ終盤の事

業になるかというように思っておりますけれども、26年度の部分は 70戸の農家のよう

です。それに伴いまして、私もいくらかは更新をさせていただきましたが、収量は去年、
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今年と天気不足で一番牧草が伸びないというようなことで、収量が上がらなかったわけ

ですけれども、まさに更新して、今になってよかったというように思っております。そ

の中で、今後、今まで申し込んでいる部分、農家の部分はすべて対象になっているのか

どうかをお伺いいたします。そしてまた、今後も、27年、28年度以降も、そういった

計画があるのかないのか、お伺いいたしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまのご質問について、お答えします。 

まず、１点目でございますけれども、現在までに申し込まれている方々につきまして

の実績という形になるかと思いますけれども、こちらについては、基本的にはお申し込

みいただいた方々につきましては実施をしていくことでやっております。ただ、オペレ

ーターの数等がどうしても限りがございますので、一部については次年度にお願いをし

たりというのは生じてくる部分というのはございますが、基本的には何らかの形で実施

していくような形で実施しております。 

それから、27年度、28年度の考え方でございますけれども、この事業につきまして

は、28 年度までは確実にやっていくような形で考えておるところでございます。です

ので、これまでどおり、希望される方々のところについては実施していきたいとういう

ように考えております。ただ、町としての目標というか、全除染ということを考えてい

るところでございますけれども、なかなか傾斜地等、実際に作業ができない部分という

のがございます。これは、先ほどの最初のご質問にも係ってくるところではございます

けれども、希望されても実際に作業ができないというようなところがございますので、

この分については、どうしても難しいのかなというようなことが今の課題となっておる

ところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

今年度、来年度も計画ということですけれども、そうしますと、現在の町の予定の面

積といいますか、農家戸数といいますか、そういった部分は大体何割くらいになってい

るのでしょうか。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 
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現在のところといいますか、26 年度までの実施の形になるのですけども、今まで、

いわて型の草地再生対策事業という形で 424 ヘクタール実施しているところでござい

ます。これにつきまして、全町の面積でいきますと 2,000ヘクタールということでお聞

きしているところでございますけども、先ほどの傾斜地等々の話がございますので、事

実上でいきますと 1,000 ヘクタールくらいが実施をするような状況になるかというよ

うに考えております。ただ、先ほどの率の話でいきますと、26 年度までで約 400 ヘク

タールということでございますが、やはり、これを年間に作業ができる部分というのが

200ヘクタール程度となっておりますので、実際 28年度までに実施できるところは 800

ヘクタールくらいが実際の限度かなというところでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

分かりました。そういったような部分で、場所による傾斜地というようなこと、ある

いはまた、農地等も狭くて、機械等も入れないというようなことで、その委託、申し込

んでも、なかなかやってくれる人がいないというか、受託者がいないというようなこと

もお聞きしておりますが、そういった部分も、どうにかならないものかなというように

思っておりますけれども、そういった部分は基盤整備等が必要になってくるかというよ

うに思いますが、そういった部分の考え方、除染の更新だけではなくて、その基盤整備

といいますか、小規模な、簡易的な部分になってもいいわけですけれども、そういった

考えはないのかお伺いします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

ただいまご指摘いただきました件につきまして、お答えさせていただきます。 

ご指摘のとおり、確かに狭い農地等につきましては、なかなか大型機械では作業がで

きないという現実がございます。こういった場合につきましては、実際にそこをご利用

されている方々のトラクター等を借上げながら作業を実施するという手法も一部取り

入れることがございます。 

それから、その基盤自体をというお話でございますけれども、今、この葛巻町におき

ましては、葛巻第１地区とかという形で公共事業を実施しておるところでございます。

それで、以後、今度は第２地区という形でも実施していきたいというように考えておる

ところでございますが、これらの事業におきましては、公共事業でございますので、草

地基盤の造成というものが実施できることになっております。こういった事業を活用し

ながら、基盤の整備を進めながら、実際の農地環境の条件改善というものを実施してい
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きたいというように考えております。よろしくお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

ありがとうございました。 

続きまして、説明書の 117ページの郷土資料館の部分についてお伺いいたします。昨

年度、葛巻小学校に移転をしたわけですけれども、利用者の部分が 200人の減というよ

うになっております。そういった部分は、一般の方々が少なくなったのかなというよう

に感じておりますけれども、そういった活用の内容等をお聞きしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局教育次長（ 楢木幸夫君 ） 

郷土資料館の利用でございますけども、２年ほど前に旧役場を解体しましてから、葛

巻小学校の部屋を借りて展示をいたしております。まず、今、学校生徒さんの利用があ

りまして、見ていただいていますけども、大人の方の利用が少ないような形となってお

りました。こちらの方は、今、藤岡一雄先生が、町内いろいろな箇所を郷土巡りという

ような事業も行っていますけども、そういうのと併せながら、大人の方にも昔あった郷

土の資料というものを、また思い出していただくような事業とかを掘り起こしながら、

町民の方々にも広くまた見ていただくような考えを進めて、事業を実施してまいりたい

と思います。よろしくご理解をお願いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

小谷地委員。 

 

小谷地喜代治委員 

一般の方々の利用者が少ないというようなことのようですけれども、以前、学校に移

転することによって、一般の方々の利用が少なくなるのかということをお聞きしたとこ

ろ、利用する申請があれば土日でも開放するというような答弁であったというように思

っておりますが、ぜひとも活用していただくようにお願いをしたいと思います。 

また、小田の資料館の部分については、体育館の部分には消防の資料館といいますか、

消防の使われない備品等を入れているわけですけれども、あれは展示しているのか、置

いているのかをお伺いしたいと思います。 

そしてまた、今年度は北部地区の文化祭が小田ということのようですので、そうしま

すと、その体育館もあの状態では活用できないというように思っておりますので、そう

いった部分を、もう少し展示なら展示というようなことで、きちっと整理していただけ
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ればというように思いますが、そういった部分をお聞きします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

教育次長。 

 

教育委員会事務局教育次長（ 楢木幸夫君 ） 

私も、今の職の前に生涯学習の方を担当しておりまして、実際に現地を見ております。 

実際、展示物なのか、置いているのか、やはり小田地区の消防を一生懸命やったとい

う歴史をあそこに展示しているのか、両方あるのかなというように思っています。はっ

きり郷土資料館というようなものの歴史の展示、古いものというようなものとは少し違

うような感じはいたしております。そこのところは、地区の皆さんと相談しながら、正

直、その保存状態とか、お掃除とか、いろいろ悪くて注意されているところもあります

ので、今後そういうようなところを見ながら、やはり展示しているなと、きちんと見て

いただけるような形で、葛巻のミルクとワインとクリーンエネルギーと、付け加えれば

消防の町であるというように思っていますので、そういうような考えからすれば、見て

いただけるような形で、きちんと、せっかくあるものでしたらば保管していきたいとい

うような形で考えております。よろしくお願い申し上げます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ここで、11時５分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １０時５２分 ） 

（ 再開時刻 １１時０５分 ） 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

ほかに。鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

私からは、財政についてお伺いします。ページ数にしまして、決算書の 21ページで

ございます。地方交付税についてでございますけども、平成 26年度の普通交付税が約

2,987,000,000 円ということでございますけども、平成 25 年度と比べて大きく落ち込

んだようでございますけども、その主な要因についてお伺いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

26 年度の普通交付税の減額要因ということでございますが、おっしゃいますとおり
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2,987,000,000円でございまして、25年度の場合が 3,105,000,000円、約 118,000,000

円程度、率にして 3.8パーセント程度ということで、交付税の額としては大きな幅の減

額というように捉えてございます。 

その要因は様々ございますが、その前に、26 年度の地方財政計画におきまして、国

では普通交付税を減額するという、そもそもの方針がございまして、そういった中で、

葛巻の例で申しますと、いわゆるリーマンショック後の経済危機対策分として、特別枠

として交付になってございましたのがございますけども、これが段階的に年々減ってき

てございます。これが 65,000,000円程度、それから、職員の復興支援財源を捻出する

ということで、国に準じて地方も職員の給与減額というようなのが 24年度から 25年度

にございましたけども、これに見合う相当分として、元気づくり推進費というのが算定

されて、交付になってきたのですけども、それが 25年度をもって終了したと、それか

ら、起債借入の残高の減少というようなものもございます。それから、数字としてはな

かなか表しにくいのですけども、普通交付税の算定項目それぞれの、いわゆる単価的な

ものがございまして、それが少し下がっているというような要因もございまして、結果

的には 3.8パーセントの減ということでございます。地方財政計画で減の方向を出して

いるものでございますので、これは全国同じような傾向にあるかと思ってございます。

県内の場合も 33市町村のうち 30市町村が減額というような、同じような減額というよ

うな形になってございます。以上でございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

同じく 21 ページの震災復興特別交付税 55,000,000 円でございますが、25 年度は交

付がなかったようでございますけども、平成 26年度では交付があったということで、

その要因と、どういったものについて交付があったのかお伺いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

震災復興特別交付税ですが、資料にも載せてございますけども、おっしゃるとおり

25 年度は交付がなかったものでございます。その要因はどういったものかということ

でございますが、震災復興特別交付税につきましては、端的に言えば、震災関連事業の

それぞれの市町村の負担相当分に対して交付されるということでございまして、葛巻町

で申しますと、平たく言えば、うちの場合は除染事業に対する地方負担分が対象となる

ものでございます。 

この算定方法のルールの話になってきますけども、この算定方法は、補助金等と同じ

ように実績に基づいてということではなくて、とりあえず、その当年度に、26 年度な
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ら 26年度に地方負担分で必要と思われるのが全額きます。それに対して、後年度に実

績に応じて精算するという仕組みになってございます。ですので、翌年度以降、還付と

か、それから、過不足をさらに追加いただくというのが出てきます。それらは直接その

分をやるのではなくて、次の年の交付税にプラスマイナスとして、ですので、形として

見える格好にはなってございませんので、25年度の場合は 24年度までの、25年度も実

際算定額はあったのですが、24 年度までの精算額でいっぱいもらっている部分が多か

ったもので、隠れてしまったと。結果的に、町としてはゼロということでございます。 

ちなみに 26年度で申しますと、除染対策に係る分が、約ですけども 84,000,000円程

度、それから、地方税減収補てんに係る分とか、消防団員の公務災害に係る分とかとい

うのがございますけども、それらも合わせて 3,000,000 円程度で、全部で 87,000,000

円程度になるのですが、これの額から、25 年度に交付はもらわなかったのですが、そ

の精算分が超過しているもので、26 年度に繰り越されております。それが、約

32,000,000円ございます。差し引きして、残りの 55,000,000円を今回もらったという

ことでございます。よろしくお願いします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

次に、主要施策の成果に関する説明書の 52ページですけども、地方債借入について

お伺いしたいと思います。平成 26年度に新たに借り入れた地方債についての資料であ

りますが、そのうち過疎対策事業債については非常に有利な起債ということで、様々な

事業に活用されているようでございますけども、どういった事業に活用することができ

るのか。また、起債の上限などが設けられているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

過疎対策事業債の関係でございますが、これは昭和 45年から 10年スパンごとに法律

が改正になって、今、第 4次、平成 12年頃から 32年頃までだと思うのですけども、と

いうような経過を踏まえてきております。 

そういった中で、順次メニューが拡大されてきております。例えば、今まで町道整備

事業とか産業観光、産業施設とか観光施設などが主だったわけですけども、今の第 4

次、平成 12年から 32年のものに関しては、例えば、起債はソフト事業というのは基本

的に許可ならなかったわけですけども、過疎地域の自立促進に資するソフト事業という

ような名前で呼んでいますけども、初めてソフト事業が認められてございます。それか

ら、エネルギー関係が追加になってございます。それから、一般廃棄物とか火葬場も過

疎地域特別のものではないですので、今までは対象になっていなかったのですが、これ
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らも対象になってきているというように、順次、かなり、あらゆる部分に使えるような

形になってきてございます。 

それで、上限という話でございますが、ルールとして、例えば、各市町村単位いくら

とか、そういったルールはございませんが、これも、そもそもが国の地方財政計画とい

うので、毎年その過疎債はいくらみるとかと定めておりますので、その範囲内で配分に

なりますので、例えば、要望額がそれより多いということになりますと、そこの調整は

県段階でやるわけですが、必然的に限額が枠がはめられてくるというような形になって

きます。 

それで、この 52ページにありますとおり、過疎債を優先して使っておりますのが、

いわゆる７割が交付税、後年度、交付税措置されるということで、非常に有利な起債だ

ということで、補助金なんかも10分の5.5とか10分の５とかというのがございますが、

それらに比べても遥かに有利だということで、積極的に活用しているものでございます。

今後、地方創生等の取り組み等も出てくるわけですけども、そういったものにも活用し

て、町の活性化のためにつなげてまいりたいというように思ってございますが、過疎債

は、例えば病院債等と違って、償還期限が 12年と比較的短いですので、単年度で集中

的に借りた場合、後年度の負担というのが一時期にどんと増えるというようなこともご

ざいます。そういったようなこともございますので、財政運営上のバランスというよう

な部分が重要になってくるかと思いますので、そういったことに配慮しながら運用して

いくという考え方になるかと思ってございます。以上でございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

起債については、実質的に上限が生じるということでございます。町では病院建設な

どの大型事業が続くようでございますけども、この過疎対策事業債の枠の確保について

は、見通しがどうなっているのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

それでは、大型事業といいますか、そういうこと等と併せての、今後の過疎債の枠の

確保についての見通しということでございますが、今、担当課長の方からも申し上げま

したように、過疎債の優位性といいますか、そういう観点では元利償還の７割が交付税

で参入していただけるという部分がございますので、非常に有利な起債ということでも

ございます。それからまた、最近、その事業の拡大といいますか、先ほどもお話しまし

たように、ソフト事業等にも拡大されているというようなこと等もございまして、全国

的にこの過疎債を活用しながら進めるといいますか、傾向として、さらに一層そういう
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形になってきていると、そういう中で、その総枠を確保していくということが大変難し

くなってきているのも事実でございます。 

そういう中で、当町の場合、特にも葛巻病院、あるいは養護老人ホーム、さらには江

刈小学校、それから簡易水道というようなこと等で、その過疎債も予定しながら今進め

ているわけでありますが、そういう中に、本当に大きな事業がここに集中するというよ

うな状況にあるものであります。 

そういう中で、こういう状況という部分が想定されますので、２年ほど前から、県の

方にも 27年、28年、こういう時期に、こういう事業を進めなければならない、それに

は施設としても 40年以上経過している、そういう事情等、あるいは、そういう中に老

朽化も著しいというようなことで、どうしても時期をずらして調整することが難しい状

況を県の方にもいろいろ事情をご説明しながら、その町の進めようとする状況について

のご理解をいただく努力といいますか、機会あるごとに、そういうこと等の説明をして

きたところであります。 

そういう中に、県の方としても現段階ではご理解もいただいているところでございま

す。県からも、当町の財政事情、あるいは資金需要に対する、この総枠をしっかりと確

保していかなければならないという部分につきましては、県の方でも、先ほど申し上げ

ましたような機会をつくりながら、上部の方までも話させていただいておりますので、

事情としてはご理解いただいておりますので、これについては、事業の執行の支障のな

いように、さらに努力してまいりたいと、このように思っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

鈴木委員。 

 

鈴木満委員 

副町長並びに担当課長から説明をいただきました。地方創生にもつながるとご答弁が

ございました。今後、この地方創生の取り組みも重要なものとなっていくというように

思っておりますけども、それらも含めまして、今後の町の財政運営の考え方についてお

示しいただきたいと思いますけども、ご答弁のほどお願いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

町の今後の財政運営、そしてまた、国の動向等、併せて、地方創生といいますか、こ

れらに係る施策も含めながらということでございますが、お答えを申し上げたいと、こ

のように思います。 

最初に、国の財政の状況からお話申し上げますが、今、国と地方合わせての長期の債

務残高が１千兆円を超えるという状況になっているものでありますし、併せて、基礎的
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財政収支ということでございますが、これは政策的な経費を、その時点での税収でどれ

だけ賄えるかという指標なわけでありますが、５年後に、５年後は平成 32年ですが、

黒字化を図りたいという、そういう目標を立てて進められておるところでございます。 

そういう中に、国では歳入歳出といいますか、歳出の方を特にも削減といいますか、

こういったようなものが、やはり併せて必要になってくるであろうと、そういう方向に

進んでくるであろうと、このようにも思っておるところであります。そういうこと等か

らしますと、今後の地方交付税、あるいは国庫補助金等も、そういう方向からしますと、

圧縮傾向が進んでくるのではないかというようなことも予測されるところであります。 

こうした中に、当町の財政構造でありますが、自主財源が２割、依存財源８割という

ような状況の中での財政構造になっておりますので、そうした国の影響といいますか、

これを、もろに受ける財政構造になっているということをしっかりと受け止めながら進

めていかなければならないと、このように思っているところであります。したがいまし

て、これからの財政運営につきましても、やはり自主財源、今回もいろいろお話いただ

きましたが、町税の徴収率、さらにというお話もいただいておるわけでありますが、そ

ういったようなもの等をしっかりと進めながら、自主財源の確保というものにしっかり

と努めていかなければならないと思っておりますし、また、そういったようなもの等々

に併せながら、数年前から、こういう公共施設の整備に当たっての、将来にわたっての

負担を抑えるという観点の中から、公共施設整備基金等も創設しながら、基金の造成に

も努めてきたところでありますし、そういう多重的な財源確保を講じながら、今後進め

ていくことが重要であると、このように認識しているところであります。 

そういう中で、一方で国の方では、現在、国がすべて一律に支援していくということ

ではなくて、がんばる自治体に対して支援をしていくという方針も示されているところ

であります。そういう中で、町が抱える課題に対しまして、自主的あるいは主体的に施

策を展開するなどして、さらに進めていくという、そういう主体的な地域の課題という

のをしっかり捉えながら進めていくということが、国、県に対して、いろいろ要望して

いく場合も大事であると、このように感じておるところであります。 

それと、地方創生の取り組みでございますが、町長の今回の所信表明演述にも述べて

おりますが、これまで町も取り組んできたといいますのは、町の持つ資源、機能をしっ

かりと活かしたまちづくりということを取り組んできて、その継続した取り組みの中に、

厳しい条件の中ではありますが、成果も少しずつ出てきている状況でもあると、このよ

うにも思っているところであります。 

そういう中に、さらに地方創生におきましては、当町の基幹であります農業、林業、

酪農、畜産といいますか、これらの、いかに付加価値を高めて、雇用、そして、所得を

もたらす、そういう広く町の持っている可能性というのをしっかりと引き出していくと

いいますか、そういう中での町長が掲げております、他に先駆けて一歩先行くまちづく

りといいますか、こういったような取り組みが、まさに町の魅力を高めていくものであ

ろうと思っておりますし、そして、最も重要な課題といいますか、人口減少を克服しな

がら、総力を挙げて今後取り組んでいかなければならないと、このように考えておるも

のであります。 
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これらの地方創生に係る地域政策、そして、このほかに、先程来話しております公共

施設の老朽化など、様々な需要が多く出てくることが予想されるわけでありますので、

そういう中に財政運営上も、これまでの一定の期間は、そういう普通建設の投資は抑制

しながら、起債の残高も一時は一般会計におきましても 90億円ほどあったわけであり

ますが、今は 50億円台に減少させているというものでありますし、これまでも長期的

な展望の中に、そういう取り組みもしてきたものであります。 

そういう中で、今後、大規模な事業や各種財政需要ということ、それらに備えた基金

の造成も進めながら、将来の負担の軽減策というのも財政運営上はしっかりと図ってい

かなければならないと、このようにも思っているところであります。今、これらの基金

がトータルですと約 48億円程度にもなってきているわけでありますが、今後、これを

しっかりと有効に活用しながら、そして、町税等の自主財源の確保についてもしっかり

と徴収率を高めながら、そして、次の世代に過度な財政負担が生じないように、安定的

な財政運営に努めてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。高宮委員。 

 

高宮一明委員 

ページ数で 109ページ、青少年育成関係についてお伺いします。金額はともかくとし

て、それぞれの部署といいますか、行政は行政、地域は地域、学校は学校というような

形でそれぞれ活動しておりまして、全国的には大変な事件、事故等が起きているわけで

ございますが、我が町はないというように聞いておりますが、こういった関係で教育長

にお伺いしますが、26 年度の活動を通じて、反省点があれば反省点、また、良かった

ことがあれば良かったことということをお聞きしたいと思いますが、この決算について

所見をお伺いしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

教育長。 

 

教育長（ 中田直雅君 ） 

高宮委員の質問にお答えをいたします。 

本町の青少年育成の取り組みでございますが、皆様もご存じのように青少年育成ネッ

トワークという組織が町にもございます。学校、家庭、そして地域が連携をしながら、

子どもたちを心豊かにたくましく育てるという趣旨のもとで、それぞれの地域で様々な

取り組みが行われております。 

町としましても、青少年健全育成のミニサッカー大会を、年に１回ですが、開催して

おります。また、未来の子どものための、健全育成を図るための町民の集い、これもま

た、２月に開催し、町民の皆さんの、そういった青少年育成に対する関心、あるいは意
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欲、そういったものを喚起しながら、子どもを持つ親や学校関係者だけでなく、すべて

の町民の方々がそういった青少年の育成に一致協力して取り組んでいこうと、そういっ

た環境の醸成に努めておるところでございます。お陰様で、そういった地道な成果、こ

れは本当に葛巻が教育振興運動が提唱された昭和 40年当時から長年培ってきたものが、

しっかりと町に、あるいは地域に定着しているということで、私は非常に素晴らしい成

果が上がっているのではないかと、このように思っております。 

また、いじめ等の調査などもしておりますが、昨年あるいは今年の調査を見ましても、

全くゼロということではございません。やはり子どもたちのことですので、学校の中に

おいて、いろいろなことがございます。昨年であれば、調査の結果では小学校で２件、

それから、今年は矢巾の事案がございました関係で、７月に緊急の臨時のいじめ調査を

いたしました結果、中学校で１件、そういういじめと認められる事案がございましたが、

これらについても、それぞれ学校の方で組織的に取り組んでいただいて、しっかりとし

た対応のもとで良い方向に向かっているということが言えるかと思います。 

ただ、私は、やはり大事なことは日常的な子どもたち同士、あるいは親や教員も含め

てなのですが、心の通じ合い、あるいはお互いを認め合える、そういう人間関係をつく

っていくこと、そして、規律した正しい態度、決まりを守ろうという、そういう態度を

育てていくということが、やはり基本になっていると考えておりますので、ぜひ、引き

続き、今後もそういった地域の皆様方のご理解、ご支援をいただきながら、青少年の健

全育成に努めてまいりたいと、このように考えておりまして、一応、我々、手前味噌か

もしれませんが、そういった取り組みについては評価をしているということで、ご理解

をいただければ幸いでございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

それでは、私の方から、ページ数で 185ページ、教育費、小中学校費全般というよう

な形での質問をさせていただきたいと思います。全国学力学習状況の調査が４月 21日

に実施されているようでございますが、国語、算数、数学、理科の３教科が、この学習

調査の対象なようでございます。小学校６年生と中学校３年生全児童、生徒を対象にと

いうようなことのようですが、最近、情報によりますと、８月下旬に町の教育委員会、

あるいは各学校に、この調査結果が提供されたというニュースを伺っているところでご

ざいます。これまでも、この調査結果についてはお聞きしてきたところではございます

が、学校名などは公表することはできないということは承知しているところでございま

すが、町内の全般の小中学校の今回の調査結果と、それから、前回行われた調査結果等

を総合的に踏まえた上で、町内の小中学校の調査結果は、全国あるいは県内の学校と比

較して、どのような状況にあるのか、平均値までがんばっているのか、また、さらに、

それより高いのか、あるいは少し劣っている面があるのかどうか、この３教科について、

お伺いをいたしたいと思います。 
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決算特別委員長（ 柴田勇雄君 ） 

教育長。 

 

教育長（ 中田直雅君 ） 

では、柴田委員のご質問にお答えをいたします。 

今年の４月に実施されました全国学力学習状況調査の結果でございます。新聞紙面に

も一面に大きく報道されておりまして、それによりますと、本県の、特に中学校の学力

は全国平均を、実施したすべての教科で下回っているという厳しいご指摘もいただきま

した。 

本町の状況でございますが、小学校６年生につきましては、国語、算数、理科、特に

国語、算数についてはＡ、Ｂという二つの領域に分かれております。Ａは基礎、基本の

部分と言っていいでしょうか、Ｂは活用ということですので、応用編と理解していただ

ければいいかと思いますが、大体、県との差でいきますと、３点から７点の範囲の中で

下回っております。そして、中学校３年生の結果ですが、これは、やはり同じように国

語、数学、そして理科なのですが、こちらは約６点から 12点上回っております。すべ

てでございます。実はこの傾向というのは、昨年度の結果もほぼ同様の結果になってお

ります。したがいまして、本町の小学校６年生段階は県平均よりも若干下回っています

が、中学校３年生の段階になりますと、県平均を大きく上回っておりまして、例えば、

国語のＡ、Ｂ、こちらにつきましては全国トップの秋田県をも上回っております。また、

数学のＢ、活用については、全国トップの福井県も上回っております。したがいまして、

葛巻という、もし単独の県があれば、学力日本一ということにもなるのかなというよう

にも思うのですが、こういった傾向を分析してみますと、小学校時点で若干平均を下回

ってはいますが、基礎、基本の部分はしっかりと子どもたちには身についている。定着

している。したがって、その子どもたちが中学校に入って、学習に取り組んでいく中で、

学力が順調に伸びていると。したがって、中学校３年生の段階で非常に高い学力を示し

ているということが言えるのではないかと思っております。 

また、これには質問紙というのがございまして、子どもたち、あるいは学校の教職員

に対しての様々な質問項目がございます。それで、学力に関してひとつ言わせていただ

ければ、本町の小学校の児童に対して、宿題をやっていますかという質問がありまして、

その答えが、宿題をやっているという子どもが 100パーセントでございます。また、新

聞を読んでいるという児童の割合なども、他市町村に比べて高い結果を示しております。

また、中学校の生徒の場合に、地域の行事に参加をしているかという質問に対して、県

の平均が約 66パーセント、国が 44パーセントですが、葛巻の中学生は 84パーセント

でございまして、極めて、これは高い数値を示しております。また、学校の教職員に対

する質問の中で、特に中学校の教員で、生徒が熱意を持って勉強しているか、一生懸命

取り組んでいるかという質問に対して、国の平均が約 22パーセント、県が 17パーセン

トに対して、葛巻の場合は約 67パーセントの教員が、生徒が一生懸命熱意を持って勉

強しているという回答を示しております。 
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こういったデータから分かりますように、本町の子どもたちが、やはり学習に対する

姿勢、学ぶ態度というのがしっかりと身についている。それが学力の向上、定着につな

がっているのではないかと思っております。 

町の教育委員会では、学力向上に向けて指導に当たる教員の指導力、授業力の向上と

いうものを目指しましての研修会を計画的に実施しております。中央の方から大学の教

授等も招へいしたりして、そういった研修に力を入れております。また、１時間の学習

の中でしっかりと学習の課題、見通しを持って取り組み、そして、授業の終末にはきち

っと本日の授業を振り返る、きちっと授業の中に位置づけるということを本町の教職員

に対しては徹底を図っております。なお一層、家庭、地域の理解、協力をいただきなが

ら、本町の児童、生徒の学力向上に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を

いただければと思っております。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

どうもありがとうございました。教育長から、このような内容で、胸を張っての答弁

だったような感じがしておりますけども、そのとおりでよろしいかと思っております。 

非常に、学習到達度、特に中学校の部分については、全国一である秋田県をも上回っ

ているというような自信を持った答弁でございました。こういったような部分について

は、非常に家庭学習や、もちろん先生方の教育のご指導の賜だというように思っており

ますので、中学校については、さらに全国一のような形での学力向上に取り組んでいた

だきたいと思いますし、若干、小学校については下回っているというような方向もつい

ておりますが、小学校が県平均、あるいは全国平均を上回れば、さらに中学校に行って

伸びる確率が高いのではないかなという論法もあり得るのではないかと思っておりま

すので、さらなる、そういったような学校と家庭との連携を密にしながら、学習度の高

い、こういったような環境づくりに励んでいただきたいと、このように思っております。 

また、先ほどの答弁の中で、その中学校での行事参加率 84パーセントというような

ことも伺いました。これも非常に、このような中学校の行事参加、非常に他県等では低

い状況にある中で、このような行事参加が持っているというようなことは、非常に明る

い展望を持てるまちづくりにもつながってくるのではないかと思っておりますので、こ

ういったような基礎的な部分についても、一層のご努力とご奮闘をお願いいたしたいと

思っているところでございます。非常に良い結果を聞いてよかったです。 

次に、先ほど高宮委員も少し触れておりましたけれども、いじめの問題についてお伺

いをいたしたいと思います。過般、矢巾町の中学２年の男子生徒がしつこい陰湿ないじ

めにより自殺したとみられる事件、非常に社会に大きな衝撃を与えたところでございま

す。この事件では、いじめの認知件数の取り扱いに非常に誤差がありまして、文部科学

省の方から再調査をやり直すような通知もあったとの報道もございました。 

葛巻では、先ほどの答弁では、中学校で１件というようなことのようでございますけ
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ども、こういったような再調査の上でも、葛巻では１件しかなかったのか。それからま

た、その１件がまた重大ないじめにもつながるわけでございますが、昨年度はゼロとい

うようにお伺いをいたしておりました。こういったようなことでございますが、現在、

この町内の小中学校のいじめに対する防止対策、あるいは認知件数、実態はどのような

形で把握していくのか、教育委員会としてはどのようなことで望んでいくのか、その辺

の決意をお聞きいたしたいと思っております。 

なお、大概このようないじめの問題が発生いたしますと、やり玉に挙げられるのは学

校はもとよりですが教育委員会、そういった部分でございますから、こういったような

部分については、かなり内容の深い指導が必要かと思っておりますので、その点につい

てもお答えをいただきたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 柴田勇雄君 ） 

教育長。 

 

教育長（ 中田直雅君 ） 

では、質問にお答えをいたします。 

本当に矢巾町の事案については残念なことでございました。ああいったことが我が町

では絶対にあってはならないと、日常、そういう強い思いの上で生徒指導に各学校でも

当たっているところでございます。 

認知件数の件でございますが、再調査ということがございました。あれは平成 26年

度分についての再調査ということでございまして、実は本町でも再調査をいたしました。

それで、先ほどお話したように 26年度の報告があった分については、小学校で２件と

いうことでございますが、そこで再度調査をしたという部分では、さらに小学校で２件

のいじめと思われる事案が確認されたということでございまして、やはり再調査をした

ことによって、若干その件数が増えているということでございます。 

また、昨年、例えば小学校でいじめを受けたという子どもが、今年度は中学校に進学

をしたりしていますと、今度は中学校の方での認知件数ということにもなってきますの

で、そういったこともご理解の上、この数字を見ていただければというように思ってお

ります。 

その数が多いか少ないかということですが、私としては、決して多い数ではないとは

思ってはおりますが、やはり現在でもそういった点について学校で教員が組織的、計画

的に指導に当たっているということでございますので、完全に解決したという、そうい

う安易な考えは持っておりませんので、そういったことを引き続き指導していきながら、

そういう新たないじめ等が発生しないような、未然防止策といいますか、そういったこ

とに町を挙げて取り組んでいきたいと思っております。 

平成 25年にいじめ防止対策推進法という法律が施行されまして、各学校においては

それぞれの学校の実態に応じた、いじめ防止基本方針というものを策定する義務になっ

ております。したがいまして、町内のすべての小中学校では昨年度中に学校独自のいじ

め防止の基本方針が策定されまして、それに基づいて、それぞれの学校で教職員を中心



２７ 

  

にしながら組織的な対応に努めておりますし、また、町でも生徒指導連絡協議会、ある

いは、いじめ防止等の研修会などを開催しまして、いじめという問題をもっと危機感を

持って学校、現場が対応するように指導に努めているところでございます。 

いずれ、いじめというのは、どこの学校でも起き得るという前提のもとで、しかし、

子どもたちをいじめに向かわせない、そういった環境づくりといいますか、そういった

ものに努めてまいりたいと思っております。まずは、未然防止に努め、そして、いじめ

が早期に発見された場合には迅速な対応をするといったことを今後も徹底させてまい

りたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと思っております。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。 

いじめの問題については、小さな命を落としてからでは遅い対策でございますので、

先ほど教育長がおっしゃっておりましたような未然防止対策が非常に重要かと思われ

ますので、さらなる学校との連携、あるいは家庭との連携を深められて、そういったよ

うないじめの問題の防止対策には万全を期していただきたいと思っております。 

次に移らせていただきます。 

次に、決算書の 139ページでございますが、農地中間管理機構、農地集積バンクの関

係でございますが、現在、町内の耕作放棄地、これは遊休農地というでしょうか、その

現状と、この遊休農地の解消のための活動状況、どのような取り組みをやっているのか、

それからまた、認定農業者の担い手の育成状況と、担い手の農地の利用集積の現状はど

のようになっているのか、お伺いをいたしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農業委員会事務局長。 

 

農業委員会事務局長（ 村上明彦君 ） 

ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

農地中間管理機構ということで、今、遊休農地の解消等を進めておるところでござい

ます。まずは、当町の遊休農地の現状でございますが、まず、農用地、農地ですけども、

4,225 ヘクタールございます。そのうちの、昨年度の実績で 46 ヘクタールが遊休農地

ということで、率にしますと 1.09パーセントという状況になっております。 

遊休農地解消への取り組みということでございますけれども、農業委員会の方では、

毎年 10月になりますけれども、農地パトロールを実施いたしまして、その中で町内の

遊休農地を把握して、遊休農地を所有している農家の方々に意向調査を実施しておりま

す。今後、その農地をどのようにしたいか、貸し付けをしたい、自分で今後は耕作しま

すよというような調査を実施しておるところでございます。その意向調査を受けまして、
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例えば、農地中間管理機構、あるいは直接、農家同士の貸借というようなことで、遊休

農地を解消するような取り組みを進めておるところでございます。 

それから、担い手農家への農地の集積ということでございますけども、農地利用集積

促進員が１名配置されておりまして、農地の出し手、受け手との調整を行っておるとこ

ろでございますけども、年間、20年度から 26年度までの平均でございますけども、件

数にすると 61件でございます。それから、面積にしますと 65.7ヘクタールでございま

すが、この中には再設定も含まれてございます。10 年の貸借契約を結んで、その期間

が切れますと、再度また設定をすると、そういたケースも含まれてございますので、一

概に新規で 65ヘクタールが毎年増えているということではございませんで、まず、中

間管理機構、昨年度から実施しておりますけども、昨年度は農地中間管理機構を通じて、

利用集積をしたという件数は 26件ございます。面積にしますと 47.1ヘクタールという

ことで、利用集積の加速化を図ってきたということでございますけども、例年、26 年

度以前との比較でいきますと、これによって、中間管理機構によって加速したかという

若干の傾向は見られます。25 年度以前までは、平均で 61 件で 65.7 ヘクタールでした

が、その中間管理機構が実施されましてからは、67件で85.7ヘクタールということで、

若干の増加が見られているという状況でございます。以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

まず、農地中間管理機構、この用語なのですが、非常に分かりづらい。まず、こうい

ったような農地集積のバンクというような意味合いを持っているようなのですが、我々

農業にあまり深く携わっていない者については、実際のところ意味が非常に分かりづら

い面があります。私どもが住んでいる農村、高齢化率が高くなればなるほど遊休農地が

増えていくであろうと、そしてまた、それを解消するための、いろいろな活動が行われ

ているというようなことで、どんどん遊休農地が増えていきますと、もう農村風景が全

く寂れてしまうというようなこともありまして、その中身の活動については、非常に敬

意を表するものでございますが、その解消のための活動も大変な作業ではないかと思っ

ているところでございます。 

それで、先ほどは面積等もお伺いいたしましたけれども、一回にはなかなか、この解

消のための手立てはできないかとは思うのでございますが、徐々にでも、農業委員会の

方では、認定農業者の方々への利用集積を図っていただき、極力、農村風景は残してい

ただきたいという私は願望を持っているところでございます。それで、今後の、こうい

ったような担い手の育成等、農地集積が順調に進んでいくかどうかも、その見通しにつ

いてお伺いをいたしたいと思います。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 
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農業委員会事務局長。 

 

農業委員会事務局長（ 村上明彦君 ） 

それでは、ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

今後、農地の利用集積ということでございますけども、今現在、遊休農地で 46ヘク

タールほどございますけども、言ってみれば、耕作条件の良くないところが残っている

と、平坦地であったり、ある程度、大型機械が入れるような農地については、すべて利

用貸借が進んでおるわけですけども、山際であったり、傾斜地であったり、ほ場が狭か

ったりというところが、なかなか、その小さいところを積み上げていくと、その 46ヘ

クタールにまでなるという状況になってございます。 

ですから、やはり酪農家の方々、飼料作物を作付けするということで、貸す側として

はだれか借りてくれる方がほしいということなのですけども、なかなか受け手がいない

という状況で、今後そういった、いわゆる大型機械が導入される以前の、要するに人の

手で開いたような農地、山際の傾斜地の農地については、そのまま農地としてだれかが

使ってくれれば、これは問題ないのですけども、今後、農業委員会でも非農地化という

ことで、そういった処理をしていかないと遊休農地は減っていかないかなということが、

まず、ひとつございます。 

それから、高齢化、担い手、後継者がいないという方々が、将来的なデータは今持ち

合わせはしていないのですけども、これから、たぶん増えてくるのかなということは懸

念されております。そういった方々につきましては、農地中間管理機構に貸し付けをし

て、どなたか借りていただける方を見つけるということになるかと思うのですけども、

実際、中間管理機構というのは県の農業公社が行っておりますけども、公社さんの方で

もなかなか借り手のいない、見つからない農地を、出し手から借りて、これは２年間借

りて、だれも借りる人がいなければ、また戻すという仕組みになっておるわけですけど

も、そういった農地ばかりになりますと、今度は農業公社さんの方でも、なかなか大変

でございますので、いずれ出し手と受け手が両方あるような形での農地については、ど

んどん貸借が進んでいくと思われますけども、先ほど申し上げましたとおり、条件の悪

い農地、それにつきましては、なかなか受け手がいないという状況でございます。これ

から、後継者がいないというような、あと、高齢化してきたという方で、条件の良い農

地をお持ちの方はどんどん進むと思いますけども、そういったほ場の条件の悪い農地に

つきましては、非農地化というような対策もとっていく必要があるかというように考え

ておるところでございます。以上でございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 中村輝実君 ） 

すみません。先ほど、山崎委員の方の質問につきまして、保留にしておりましたとこ

ろにつきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 
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先ほどご指摘いただきました 153ページの委託料の関係でございますけれども、ほす

なあるの委託料の中で除雪費、これにつきましてが、昨年、雪が少なかった関係でござ

いまして、約 260,000円程度減少しております。ただ、それだけでは額が大きいもので

すから、そこの部分についてのご説明をさせていただくのですけども、委託費の中には、

これは、ほすなあるに関連するというよりは、乳製品を何かつくるということを行った

場合に、どんな施設がどれだけかかるかというような調査事業というのも、この段階で

組み込まれておりました。というのは、平成 27年度の当初予算のところで、この事業

の方を実施しようとしていたところなのですが、３月に国の方で補正予算が急きょ決ま

りまして、その補正予算の方で実施をするということを前提におきまして、３月の補正

予算で組み込んでいただいたところでございます。しかしながら、この考えておりまし

た事業の方の交付金の申請対象にならないということが、あとで指摘されまして、その

関係で事務的に３月の決算のところで落としまして、そのまま 27年度の当初予算の方

で実施するという形で計画しているものでございます。こちらにつきましてが、約

1,500,000円の金額になっておりまして、合わせて先ほどの減額分の金額となっており

ます。 

それから、鈴木委員の方で、先ほど６次産業化の希望農家さんがおられるということ

で最後にお話いただいたところでございますが、先ほどご答弁させていただきました内

容につきましては、今回書かれていました金額の内容についてと、それから、その内容

に、例えば国からの歳入、歳出があった場合については、それが変動する旨の形でお答

えさせていただいたところでございます。ですので、そういった支援が必要だという、

そういう希望をお持ちの方がおられるようでありましたら、町の方では町単事業で別個

ございますし、あと、国の補助事業の申請についても、私たちどもの方でいろいろとご

相談に乗れる部分があるかと思いますので、そういった面からも、私どもの方にご相談

いただければよろしいかというように思います。以上でございます。 

 

決算特別委員長（ 山岸はる美さん ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、討論は本会議で行うこととし、これから採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第２号、平成 26年度葛巻町一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 
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起立全員です。 

したがって、認定第２号は原案のとおり認定することに決定しました。 

ここで、午後１時 30分まで休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １２時０８分 ） 

（ 再開時刻 １３時３０分 ） 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

委員長に代わって司会を務めます、決算特別委員会副委員長の山崎です。よろしくお

願いします。 

次に、日程第３、認定第３号、平成 26年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳

入歳出決算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

まず、説明書の 41ページをお開きになっていただければ分かるとおり、国保の収入

未済額の推移が載っておりまして、非常に右肩下がりの、徐々に収入未済額が少なくな

ってきているという推移が、この表に載っているわけでございます。それで、このよう

に順調に収入未済額が少なくなってきておりますので、一番手っ取り早いのは、やはり

現年分をいかに少なくしていくかというのがひとつの大きな課題ではないかと思って

おります。26 年度の現年度分の収入未済額は 7,466,000 円になっておりますが、例え

ば、これが 5,000,000円くらいまで下がってきたとすれば、そういったような目標を立

てて、今後、徴収に当たっていく予定にあるのか、数的な物々を追っていくような方針

があるのかどうか、まず、その辺をお答えをいただきたいと思っております。徴収の数

字目標があれば頑張り力があるのではないかというような視点がございますので、この

右肩下がりの数字については敬意を表するところでございます。それで、これを、さら

に減らす必要も十分ありますので、その点についてお伺いをいたしたいと思います。 

それから、説明書の 40ページ、41ページ、44ページに不納欠損額が載ってございま

す。不納欠損額 1,696,000円の中身、欠損された理由、それから、同じ方がこの中身に

どの程度入っているか、おそらく同一人の方がおられるかと思っておりますけども、そ

れから、44 ページに不納欠損処分の事由というのが載っております。ここに、地方税

法第 15条の７第１項という欄が、全部その理由になっておりますが、具体的にこの中

身はどのような中身になっているのか、お知らせをいただければと思っているところで

ございます。最初に、その点からお伺いします。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

住民会計課長。 
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住民会計課長（ 村中英治君 ） 

それでは、ただいまの質問にお答えを申し上げます。 

まず、収入未済額の関係でございます。収納率につきましては、毎年度の目標として

は、前年度を下回らない収納率を目指すということで、毎年、対策本部等で決定をして

進めているところでございます。前年を下回らない、前年より上がった収納率を目指し

たいということで進めてございます。収納率を上げるということは、取りも直さず未納

額がイコール減るというようなことにもつながるものでございます。収納率には不納欠

損とか、そういったもの等は含まない、純粋に収納した金額が反映されて出てくる数字

でございますので、そういったものを前年を下回らないというような目標で今後も進め

ていきたいと思ってございますが、国保税の関係をご覧いただければ分かるのですが、

収納率、現年分、国保の関係で４年間 96パーセント台の中での、コンマいくらのとこ

ろで推移している部分もございますので、そういった意味では、なかなか厳しい中での

徴収率で、現年分につきましては、県内でも９番目くらいの高い数値になってございま

す。そういう意味では、先ほどの質問にもございましたが、そういったものをしっかり

と納めていただいて、滞納繰越分にいかないようにするという取り組みによって、現年

分も減少、それから、滞納分についても増やさない、減らしていくということにもつな

がるものかと思ってございますので、現年度分についての納期内での納付というもの、

それから、滞納のある方についても、当面は現年分を納めていただいて、滞納額を拡大

させないということを特に年度の前半の方では、そういうことを目標にして進めてござ

いますので、そういった意味でも、そういった面も含めて、現年分の未納額を減らすと

いうことは重要なことというように考えてございます。そういった意味では、なかなか

数字的な目標までは設定していないところですが、徴収率、収納率を前年を下回らない

ということで、イコールそういったものも減らしていくことにつながるのではないかと

いうように考えているところでございます。 

次に、不納欠損の関係でございますが、不納欠損につきましては、説明書の 44ペー

ジのところにございまして、処分の事由ということで、地方税法上は 15条の７と、こ

れは徴収の見込みがない、財産がないですとか、生活保護になったとか、納める方が不

明になったとか、そういったような場合に執行停止というようなことをしてございまし

て、その期間が３年を経過した場合には不納欠損ができるというのが 15条の７第１項

の規定でございます。それから、地方税法 18条第１項の方は５年で時効となりますが、

時効となった場合の不納欠損と、この２種類ございます。今回、国保税につきましては

３人の方について不納欠損してございます。お二人については生活保護を受給してから

３年を経過したということで、処分すべき財産等もないということでの不納欠損でござ

いますし、もうお一方は生保ではございませんが、処分する財産等がないというような

ことを確認して不納欠損にしている、そういう事例でございます。以上でございます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

柴田委員。 
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柴田勇雄委員 

それから、説明書の 43ページ、先ほどの不納欠損との関わりがあるのですが、この

表を見ていただきますと、よく分かるのですが、平成 16年度までの分 156件は一般被

保険者の国民健康保険の滞納分 27,419,107円、これが一番大きな数字として残ってい

るわけでございますが、この中にも不納欠損に及ぶケースがたくさんあるのではないか

と思慮されますが、なかったから 26年度はこのくらいしかできなかったというような

ことになるでしょうけれども、こういったような中で、まだ相当数、このような不納欠

損せざるを得ないようなケースが、これに包含されているのかどうか、お伺いをいたし

たいと思います。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

お答えを申し上げます。 

不納欠損、明らかに不納欠損だということで不納欠損する場合には、先ほども申し上

げましたが、そういう状態を認定してから３年間、基本的には執行停止をして、その間

の状況を見て、やはり、そういう状態にあるということを認定した場合に不納欠損とし

てございます。 

当町の場合、だいぶ古いものの割合が高いというわけなのでございますが、こういっ

た中にも、９割近い方々については、こういう古いものがある方についても、分納誓約

ということで誓約をしていただいて、金額の少ない方もございますが、そういう意味で

納入をいただいている方がかなりを占めてございます。滞納額を簡単には解消できない

ような金額の方もございますが、今時点の収入等に基づいて、このくらいであれば納付

できるというようなこと等の相談もしながら、古いものであっても納付をいただいてい

る方もおりますし、毎年、何件か、古い方を納めて完納される方もいらっしゃいますの

で、そういった意味では、そういった対象なのに、しないでとかということではなくて、

そういう誓約もいただきながら、少しずつでも納入いただいているという方が、かなり

の部分を占めている状況でございます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

それから、この不納欠損をする場合に事務的な手続きはどのような形で、たぶん担当

者だけの意思ではないとは思うのですが、そういったような不納欠損しなければならな

いような意思決定をするような場合は、どのような事務手続きをとっているのか。 

それからまた、この不納欠損で決定した場合、この本人の方には何か通知みたいなの
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はどのような形で行われているのか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

不納欠損の場合の手続きの関係でございますが、まず、執行停止をする段階で内部的

な財産調査等の調査をした上で、そういう調書を付けまして、執行停止の決裁をいただ

いておりますが、それは町長までの決裁ということでいただいております。 

また、３年経過後に、これは、もう、そういった状態の改善が見込めないといいます

か、そういうものについては、また不納欠損の決裁ということで、これも町長まで決裁

をいただいた上で処理をしてございます。 

また、本人に対しては納税義務が消滅するということにもなりますので、これは税法

に基づいて本人にも通知をしているものでございます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

国保の財政調整基金については何回もお聞きしているわけでございますが、昨日の補

正でも 20,000,000円積み立てているわけで、あと、予備費にもそれ以上の額を積み立

てしているわけですが、例えば、医療給付費が増えたような部分については、この財政

調整基金からの取り崩しなのか、予備費からの財源手当を優先するのか、どちらの財源

を優先するのか、それでも間に合わない場合は、たぶん一般会計になるのであろうとい

うように想定されますが、その辺のところは、どのような財政運用になるでしょうか。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 村中英治君 ） 

今回の補正で基金に 20,000,000円、予備費に 30,000,000円ということでございまし

て、今年度５カ月分の医療費の実績が出ておりますが、現在、前年度より 1,000,000

円ほど増えたくらいで推移してございますので、前年度も約７億円の医療給付費でござ

いましたが、500,000円ほどの増減という程度に終わっておりますので、そういった中

でのということですので、昨年から今年３年ほどは今のところは大きくは動いていない

状況もあります。そういった状況の中でございますので、できれば、このまま推移して

いただければいいなと思っておりますが、そうならなくて、ある程度、手当が必要とな

った場合には、まず、予備費の 30,000,000円を活用させていただきたいと思いますし、

20,000,000 円は積み立てということにしたいと思いますが、もし、それを上回るよう
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な状況が出てきた場合には、それは、やはり次にはそこも検討しないといけないのかな

というように、現状では、順番的にはそういうようになるのかなと思いますし、それで

50,000,000円ということになりますので、通常 50,000,000円といえば１カ月の医療給

付費に近いくらいの金額にもなりますので、それを超えてということは、そんなにはな

いかとも思いますが、その部分については、年度末に近くならないと、なかなか判断で

きないと思いますので、３月のところでお願いをしたいというように考えているところ

でございます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。 

総人口の減少に伴い、この被保険者も年々減少しているかと思われます。それから、

統計等を見ますと、加入世帯も年々減少している中で、この医療給付を見てみますと横

ばい、あるいは上昇というようなことになりますと、この性質からいっても国保会計が

いかに容易ならざるを得ない運営であるかが大体見当がつくわけでございますので、そ

ういったような、この国保財政、非常に苦しい中での経営でございますけども、その辺

のあたりも十分念頭に入れた財政運営をぜひやっていただいて、住民の方々が確実に安

心して医療に掛かれるような体制づくり、そういったようなことを、ひとつ求めたいと

思います。これについては終わります。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、討論は本会議で行うこととし、これから採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第３号、平成 26年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第３号は原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第４、認定第４号、平成 26年度葛巻町簡易水道事業特別会計歳入歳出決
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算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

簡易水道会計ですが、資料の 131ページに数的なものが書いてあるわけですが、給水

人口とか、水道、この使用水量、水道料金、この推移がここに載っているわけでござい

ますが、どのような分析をされた上で、この経営に当たっていくのか、その決意につい

てお伺いをいたしたいと思っております。 

それからまた、江刈簡易水道改修工事、過日のうちの方の視察の際にも見させてもら

いましたけども、順調な工事の進捗状況を聞いておりますが、全体の工事の終了が 30

年度だったでしょうか。そういったようなことが、今、順調な進捗状況にあるのかどう

か、その見通しについて伺いたいと思います。とりあえず、それから始めさせていただ

きます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

簡水業務の状況のところについてのお尋ねでございますけども、給水人口につきまし

ても、人口の減少と共に、併せて減少してきているところでございまして、また、年間

の有収水量につきましても、江刈簡水については今現在、整備はしておりますが、その

ほかの六つの簡水、西部簡水は除くわけですが、大分こちらも老朽化しておりまして、

漏水等が激しく、それらに係る経費も増加してきておるところでございます。 

また、若干の滞納等もございますので、年間の収入につきましても、当然のことなが

ら減ってはきていますけども、その給水の単価と申しますか、それらに係る単価につき

ましては、やはり、そういった現状を鑑みて、結果としては、幾分高くなってきている

のが、この表で示されるところでございます。 

今後、江刈簡水、平成 30年までの完成を目途に現在進めているわけでございますが、

こちらにつきましても計画どおり進めてまいりたいと思っております。それで、その次

には、馬淵川簡水等の整備ということも考えなければならなくなってくると思います。

そういったことで、老朽化した施設を改善しながら経営していかなければならないと思

ってございます。 

また、平成 28年には簡水の統合というようなことで言われておりまして、統合すれ

ば自ずと、その給水人口が 5,000人を超えるということで法適用化を受けるわけでござ

いまして、そちらのことも進めてまいらなければならないということで認識しておりま

す。以上です。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 
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柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

水道会計の基本的な考え方ですが、企業会計なわけでございまして、この会計上はそ

のような形になってはいないものの、企業そのものの運営を図らなければならないとい

う原則があるわけですので、そういったようなコストの関係とか、いろいろな検討する

部分が多いかと思っておりますので、経営運営に当たっては企業感覚でというような気

持ちで、ぜひ当たっていただいて、町民の方々に安全で安い水道が提供されるような工

夫も、ぜひ確立していただきたいというところでございます。 

それから、説明書の 44 ページには現年度分の 34 件、95,083 円、数字は小さいので

すが、これを見ますと、滞納繰越分がないのは、このような現年度分だけで止まってい

るというようなことでございますが、現年度分も 34件、僅かなものではございますけ

ども、こういったような小さな数字も極力努力をされて、解消に努めなければならない

わけですが、これが、また滞納繰越分の方に回っていきますと、なかなか徴収できない

ものでございますので、この現在の 34件分、その後、４月から８月までの間で、現年

度分の滞納になった分がどのくらい解消されているのか、知っているなら教えていただ

きたいと思います。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

滞納分につきましては催告、あるいは給水停止ということも視野に入れまして対応し

ているところでございます。職員が足繁く通って集金していただいておりまして、出納

整理の時点では 34件の 95,000円ということでしたが、今現在、納めていただいており

まして、残り 14,000円ほどになっておるところでございます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

分かりました。あと 10,000円ちょっとというようなことでございますから、ぜひ完

納をして、来年度についても、これがゼロになるように努力をお願いをいたしたいと、

このように思っております。水道会計については終わります。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 
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お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、討論は本会議で行うこととし、これから採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第４号、平成 26年度葛巻町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第４号は原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第５、認定第５号、平成 26年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

説明書の 134ページですが、ここの中に水洗化の状況等が掲げられております。それ

で、町では水洗化の普及化の支援事業を導入して、これらの促進を図っているわけでご

ざいますが、この普及化の支援事業を導入しての整備の状況はどのように変化してきた

のか、分析しておられましたら、この中身をお知らせください。その支援化事業が果た

している役割がどのようになっているかというようなことです。 

それから、資料の 44ページですが、ここに、このように農業集落排水の、いわゆる

収入未済額が載っているわけでございます。これについても、大分この分担金で古いも

のが残っているようですし、それから施設の使用料、少ないわけですが浄化槽の使用料

の現年度分が、このように残っております。これについても、簡易水道会計と同じよう

に、こういったようなものが極力少なくなるようにしていかなければならないというよ

うなことですが、特にこの水道事業の分担金の滞納繰越分、これは、なかなか容易なら

ざるものではないのかなと思っているのですが、どのような対応をしておるのか、この

２点についてお伺いをいたします。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

まず最初に、水洗化の支援事業についてでございます。昨年度、事業を創設しまして、

実施いたしております。ご利用いただいた方々ですが、全部で 27件ございました。そ

れで、こちらの決算書にも載っていたわけですけども、金額的には 4,565,000円という
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交付決定をしているところでございます。これによりまして、町の水洗化率につきまし

ても、1.3 パーセントの上昇を見まして、現在 50.9 パーセントとなっておるところで

ございます。着実にご利用いただくと共に、率は上がってきております。また、このこ

とについては、ご利用されるご本人方だけではなくて、その仕事に携わる方々につきま

しても、大変良い方向に影響が及んでいるものと思っております。 

次に、滞納のことについてでございますけども、こちらにつきましても、使用料等に

つきましては、先ほどの水道の使用料等と重なってくる部分もございまして、同一の方

が滞納されるというようなケースもございます。中でも、この分担金、負担金の 669,000

円というものでございますけども、こちらについても年度当初には分納のお約束をして

いただいたりはしておりますけども、なかなか思うように、計画どおりは納めていただ

けないというようなことがございます。ただ、昨年度、これは 674,000円でございまし

たけども、それが１件納めていただいているということで、動きもございますので、足

繁く通いまして、ご説明申し上げながら、徴収に努めてまいりたいと思います。個人の

お宅の土地をお借りして、公共のますを設置しているものですから、大分古いもの、年

度からの滞納料がございますけども、それを撤去するとか、そういったことになっても、

また費用がかかるだけでございますし、ご本人から納得していただいて、さらなる徴収

に努めてまいりたいと思います。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

水洗化の普及化支援事業、かなり普及率に貢献しているというようなことで、その普

及率も上がったというようなことの認識なようでございますが、町の方では、これらの

水洗化の普及支援化事業の継続について、今後も、このような形で継続して、さらなる

向上を図っていくつもりなのかどうか、確認をさせていただきます。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

建設水道課長。 

 

建設水道課長（ 冬村一彦君 ） 

目標としましては、やはり県平均ということを大きく掲げておりますので、住み良い

まちづくりのためには、ぜひとも必要なものと考えておりますので、今後、内部的なこ

とでいろいろと調整していただかなければならないわけですが、現課といたしましては

お願いしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

決算特別副委員長（ 山崎邦廣君 ） 

ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 
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ないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、討論は本会議で行うこととし、これから採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第５号、平成 26年度葛巻町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第５号は原案のとおり認定することに決定しました。 

次に、日程第６、認定第６号、平成 26年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを、議題とします。 

これから、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

ないようですので、これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

討論は本会議で行うこととし、採決に入りたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、討論は本会議で行うこととし、これから採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

認定第６号、平成 26年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、認定第６号は原案のとおり認定することに決定しました。 

以上で、本日の審査日程はすべて終了し、本委員会に付託された事件は、全部終了し

ました。 

これで、本日の会議を閉じます。 

決算特別委員会を閉会します。 

なお、明日 10日は休会となりますので、口頭をもって通知します。 

ご苦労様でした。 

 

（ 閉会時刻 １４時０８分 ） 


